
 

 

☆下記の講習を、労働安全衛生法施行令及び同規則に基づき実施いたしますので、資格を 
取得されますようご案内いたします。 

 

クレーン運転業務特別教育      〔定員２０名〕 
☆つり上げ荷重５㌧未満のクレーン運転業務（ｸﾚｰﾝ則 21 条）     ※人材開発支援助成金対象 

☆講習日時 令和７年３月２６日（水）～２７日（木）  

9 時００分～１７時００分まで 

☆講習会場 『黒石建設協会 ２階大会議室』黒石市八甲 69-17 他  

☆受 講 料 １１，０００円（消費税含む） 

☆テキスト代  １，７０５円（消費税含む） 合計 １２，７０５円 

【受講者には「特別教育修了証」事業者には「特別教育実施証明書」交付】 

※お申込みの際は、本人確認のため自動車運転免許証等の写しを添付して下さい。 

※ 今回の講習修了者が取り扱うことのできるクレーン ※ 

 ※天井クレーン・・・クラブトロリ式、ホイスト式 

 ※ジブクレーン・・・低床、高脚（門形）、片脚（半門形）、塔形、ポスト形、つち形（ﾊﾝﾏﾍｯﾄﾞ） 

クライミング、引き込み、壁（ウォールクレーン） 

 ※橋形クレーン  ※アンローダ  ※ケーブルクレーン  ※スタッカー式クレーン 

 ※テルハ（テルハについてはつり上げ荷重５㌧以上可） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
☆連絡事項（必ずご確認をお願いします。） 

※ いずれの講習も、定員に達し次第締め切ります。お早めにお申込み下さい。 

※ 同封の申込書に記入の上、各講習につき写真 1 枚（縦 3.0 ㎝、横 2.４㎝）貼付・受 

講料・自動車運転免許証等の写しを添えてお申込み下さい。 

     ※ 筆記用具・電卓は必ずご持参下さい。 

※ 申込み後の取り消しは、受講開始日の前日まで連絡のあった場合のみ、受講料をお返 

し致します。 

※ お電話での申込みも受付致しますが、ご予約後７日間を目処に申込書の送付をお願い 

します。（申込書が遅れますと、ご予約を取り消す場合がございます） 

※ 受講料のご納入は受講開始日の１週間前までにお願いします。 

 

事務所・講習会場等の所在地は裏面をご確認ください。 

 
 

クレーン運転業務特別教育 追加開催 

申込先【 青 森 労 働 局 長 登 録 教 習 機 関 】 

一般社団法人黒石地区労働基準協会 
    黒石市大字前町４０－５（黒石市役所通り） 

      TEL 0172－53－5787 FAX 53－5792 

 

 

 

 

資格取得で 
安全作業‼ 

 



☆当協会の講習修了証が、プラスチックカードの様式に変わりました。
携行しやすく、これまで通り修了証を１枚に統合できます。 

                     

注意 当協会において、過去に実施した講習修了証をお持ちの方は、技能講習・特別教育 
ごとに統合して発行できますが、技能講習修了証は平成１１年５月以降発行のもの 
に限ります。詳細は当協会へお問い合わせ下さい。 

 

☆受講料のご納入は、下記口座へのお振込みも可能です。 
振込先 青森みちのく銀行 黒石支店（普） ２２３２６１  

青森みちのく銀行 黒石内町支店（普）１３１１７６０ 

    東奥信用金庫黒石支店（普）０９２０５５０ 青い森信用金庫黒石支店（普）０９５８７６７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

折れ曲が り
難く、耐久性
に優れていま
す。 


